
所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

福祉総務課
福岡県福祉人材センター
運営事業委託契約

令和5年4月1日
社会福祉法人福岡県
社会福祉協議会

春日市原町３丁目1番地
７

66,311,913円

県は、社会福祉法に基づき、都道府県に１箇所とされている福祉
人材センターとして、当団体を指定している。また、当団体は福祉
事業に関するノウハウとネットワークを有しており、同センターの
運営を実施できるのは当団体に限られるため。（地方自治法施行
令第167条の２第１項第２号該当）

地域福祉係 092-643-3243

福祉総務課
県立児童福祉施設の管理
運営業務委託

令和5年4月1日
公益財団法人　福岡
県児童福祉協会

福岡市早良区飯倉5丁
目15番1号

50,413,000円

福岡県児童福祉協会以外の者による盲児・ろうあ児入所施設の
経営は行われておらず、県内には、福岡県児童福祉協会以外
に、盲児・ろうあ児に関する専門性や経験、知識を有し、盲ろうあ
児施設を運営できる団体が存在しないことから、福岡県児童福祉
協会を選定するもの。（地方自治法施行令第167条の２第１項第２
号該当）

企画管理係 092-643-3262

福祉総務課
県立児童福祉施設の管理
運営業務委託

令和5年4月1日
公益財団法人　福岡
県児童福祉協会

福岡市早良区飯倉5丁
目15番1号

50,413,000円

福岡県児童福祉協会以外の者による盲児・ろうあ児入所施設の
経営は行われておらず、県内には、福岡県児童福祉協会以外
に、盲児・ろうあ児に関する専門性や経験、知識を有し、盲ろうあ
児施設を運営できる団体が存在しないことから、福岡県児童福祉
協会を選定するもの。
（地方自治法施行令第167条の２第１項第２号該当）

企画管理係 092-643-3262

福祉総務課
福岡県福祉人材センター
運営事業委託契約

令和5年12月11日 福岡県弁護士会
福岡市中央区六本松４
丁目2－5

1,600,000円

県は、今年度から「福岡県よりそい弁護士制度による社会復帰支
援事業」を開始することとしている。当該事業の実施にあたって
は、住居就労の支援や法律の専門家としての弁護士の協力が必
要不可欠である。当該団体は福岡県全域の弁護士が所属する唯
一の団体であり、県下全域で本事業を実施出来るのは当該団体
に限られ、契約の性質・目的が競争入札に適さないため。（地方
自治法施行令第167 条の2第1 項第2号該当）

地域福祉係 092-643-3243

福祉総務課
福岡県よりそい弁護士制
度による社会復帰支援事
業

令和5年12月11日 福岡県弁護士会
福岡市中央区六本松４
丁目2－5

1,600,000円

県は、今年度から「福岡県よりそい弁護士制度による社会復帰支
援事業」を開始することとしている。当該事業の実施にあたって
は、住居就労の支援や法律の専門家としての弁護士の協力が必
要不可欠である。当該団体は福岡県全域の弁護士が所属する唯
一の団体であり、県下全域で本事業を実施出来るのは当該団体
に限られ、契約の性質・目的が競争入札に適さないため。（地方
自治法施行令第167 条の2第1 項第2号該当）

地域福祉係 092-643-3243

こども未来
課

令和５年度久留米ひとり親
サポートセンター事業

令和5年4月1日
久留米市母子寡婦福
祉会

久留米市長門石１－１
－３２
総合福祉会館内

5,190,000円

　当該団体は、ひとり親家庭等福祉の向上や交流・親睦を目的と
した母子・父子福祉団体であり、生活実態や地元の雇用情勢等を
踏まえた総合的な就業支援のためのノウハウを有する久留米市
唯一の団体である。また、県内最大（政令市を除く）の母子・父子
福祉団体であり、筑後地域の他団体との連携だけでなく、社会福
祉法人福岡県母子寡婦福祉連合会に属することから、県ひとり親
サポートセンターと緊密な連携が可能である。　以上のことから、
当該団体を選定するもの。（地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号該当）

こどもの育
ち・ひとり親

支援係
092-643-3257

特命随意契約公表一覧表
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こども未来
課

福岡県学習ボランティア人
人材バンク事業委託契約

令和5年4月1日
労働者協同組合
ワーカーズコープ

東京都豊島区東池袋１
丁目４４－３　池袋ＩＳＰタ
マビル

2,159,999円

　本事業は、県が学習支援員を一括して募集、人材バンクに登録
するとともに、子どもの学習支援事業実施自治体のうち、学習支
援員の人材情報を希望する自治体に対し、その情報を提供する
という専門性の高い業務である。当該事業者は、令和４年度に企
画提案公募（プロポーザル方式）で選定した業者であり、生活困
窮者自立支援制度における業務の実績もあることから、本業務を
適切に実施できる能力を兼ね備えている。よって、当該業者を選
定した。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

こどもの育
ち・ひとり親

支援係
092-643-3257

こども未来
課

福岡県生活困窮世帯の子
どもに対する学習・生活支
援事業委託契約

令和5年4月1日
株式会社トライグルー
プ

大阪府大阪市中央区南
本町3丁目6-14イトゥビ
ル8F

20,048,556円

　本事業は、生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯の子どもに
対し、学習支援や日常生活習慣の改善に向けた支援を行うた
め、慎重かつきめ細かな支援を行う必要があり、事業の企画内容
及び高度なノウハウが事業実施に大きく影響するとともに、本事
業の目的を達成できる能力（知識、経験等）も必要となる。当該事
業者は、令和３年度に企画提案公募（プロポーザル方式）で選定
した業者であり、生活困窮者自立支援制度における業務の実績
もあり、本業務を適切に実施できる能力を兼ね備えている。よっ
て、当該業者を選定した。（地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号該当）

こどもの育
ち・ひとり親

支援係
092-643-3257

こども未来
課

福岡県生活困窮世帯の子
どもの進学支援事業業務
委託契約

令和5年4月1日
株式会社トライグルー
プ

大阪府大阪市中央区南
本町3丁目6-14イトゥビ
ル8F

27,529,392円

　本事業は、本事業は、生活保護受給世帯を含む生活困窮世帯
の子ども及びその保護者に対し、学力向上や進路相談対応等の
進学支援を行うため、慎重かつきめ細かな対応が必要である。当
該事業者は、令和３年度に企画提案公募（プロポーザル方式）で
選定した業者であり、生活困窮者自立支援制度における業務の
実績もあり、本業務を適切に実施できる能力を兼ね備えている。
よって、当該業者を選定した。（地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号該当）

こどもの育
ち・ひとり親

支援係
092-643-3257

こども未来
課

令和５年度母子父子寡婦
福祉資金貸付システム保
守事務委託契約

令和5年4月1日
富士通Ｊａｐａｎ株式会
社福岡支社

福岡市博多区東比恵1-
5-13

4,909,300円

　標記保守事務は、母子父子寡婦福祉資金貸付事業を運営する
ための、調定、収納及び支払い等を管理するシステムの保守事
務であり、毎月の支払いや収納のデータ等に誤りがあった場合、
県民に多大な迷惑をかけることになる。上記業者とは現在、標記
保守事務委託契約中であり、業務を行うための十分な知識及び
能力を備えている。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
該当）

こどもの育
ち・ひとり親

支援係
092-643-3257

こども未来
課

令和５年度福岡県ひとり親
サポートセンター事業委託
契約

令和5年4月1日
社会福祉法人福岡県
母子寡婦福祉連合会

春日市原町３－１－７ 27,157,000円

　当該法人は、ひとり親家庭等に対する自立を支援し、福祉の向
上を目的とした母子・父子福祉団体であり、母子及び父子並びに
寡婦福祉法に基づき母子・父子福祉センターを運営し、生活実態
等を踏まえた総合的な就業支援を実施するためのノウハウを有
する。また、傘下に県内の市郡母子会を有しており、各地域のひ
とり親家庭等の状況を把握し、県内全域を所管することができる。
県内でこれらの事業を行うことができるのは当該法人のみである
ため選定するもの。（地方自治法施行令第１６７条の２第1項第２
号該当。）

こどもの育
ち・ひとり親

支援係
092-643-3257
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こども未来
課

令和５年度福岡県ひとり親
家庭のための学習支援ボ
ランティア事業委託契約

令和5年4月1日
社会福祉法人福岡県
母子寡婦福祉連合会

春日市原町３－１－７ 13,374,000円

　当該法人は、ひとり親家庭や寡婦（以下「ひとり親家庭等」とい
う。）に対する自立を支援し、福祉の向上を目的とした母子・父子
福祉団体であり、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき母
子・父子福祉センターを運営しており、ひとり親家庭等に対して各
種相談に応じるとともに、生活指導及び生業の指導を行っている
ため、各家庭の置かれた状況を深く理解しきめ細かな支援を行う
ことができる。また、傘下に県内の市郡母子会を有しており、各地
域のひとり親家庭等の状況を把握しており県内全域を所管するこ
とのできる唯一の団体である。（地方自治法施行令第１６７条の２
第1項第２号該当）

こどもの育
ち・ひとり親

支援係
092-643-3257

こども未来
課

令和５年度（特別）児童扶
養手当システム運用業務
委託契約

令和5年4月1日
株式会社アイネス九
州支社

福岡市博多区博多駅前
３丁目２番１号

10,197,330円

　本システムは株式会社アイネス九州支社が開発し、児童扶養手
当及び特別児童扶養手当の受給資格認定から支払、台帳管理、
債権管理に至るまでの業務を管理する総合システムであり、本シ
ステムの構造を熟知している株式会社アイネス九州支社のみ運
用保守業務が可能である。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

児童扶養手
当係

092-643-3259

こども未来
課

令和５年度（特別）児童扶
養手当システム関連機器
賃貸借契約

令和5年4月1日
株式会社アイネス九
州支社

福岡市博多区博多駅前
３丁目２番１号

963,600円

　当該業務は児童扶養手当及び特別児童扶養手当を管理する総
合システムがインストールされた専用端末等を賃貸借するもので
あり、システムの開発及び運用を担当している株式会社アイネス
九州支社のみ当該業務が可能である。（地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号該当）

児童扶養手
当係

092-643-3259

こども未来
課

「出会い・結婚応援事業」
メールマガジン「ふくおかあ
かい糸めーる」システム改
修に係る業務委託契約

令和5年5月16日
株式会社イー・フォレ
スト

福岡市中央区 3,168,000円

当事業のホームページは、平成17年に開設されており、開発は株
式会社イー・フォレストによる。また、当該システムの運営・管理に
ついても株式会社イー・フォレストが行っている。
当該システムのシステム構成及び機能について固有の情報と技
能を有していること及びセキュリティの観点からシステム管理者で
ある株式会社イー・フォレストと本契約を締結することが適当であ
るため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

こども企画
係

092-643-3013

こども未来
課

福岡県ひとり親サポートセ
ンターＳＮＳ等相談事業委
託契約

令和5年4月17日
社会福祉法人 福岡
県母子寡婦福祉連合
会

春日市原町３－１－７ 4,180,680円

　当該法人は、母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき母子・
父子福祉センターを運営しており（県所管地域でこの一か所の
み）、ひとり親家庭等に対して各種相談に応じるとともに、生活指
導及び生業の指導を行っているため、生活実態等を踏まえた総
合的な支援を実施するためのノウハウを有する唯一の団体であ
り、傘下に県内の市郡母子会を有するため、県内全域を所管する
ことができる唯一の団体である。
（地方自治法施行令第167 条の2第1項第2号該当）

こどもの育
ち・ひとり親

支援係
092-643-3257

こども福祉
課

令和5年度福岡県こども食
堂ネットワーク化促進事業

令和5年5月10日

福岡県こども食堂ネッ
トワーク事務局特定
非営利活動法人チャ
イルドケアセンター

大野城市白木原1丁目
14番22号

4,680,500円

　当事業では、県内のこども食堂の地域レベルでのネットワーク
づくり、地域へのアドバイザー派遣を実施するものである。当団体
は役員として広域地域毎に地域幹事を配置し、地域のこども食堂
とつながることで地域の活動状況を把握し県内全域にネットワー
クを構築している県内唯一の団体であるため。（地方自治法施行
令第167 条の2第1 項第2号該当）

居場所づく
り係

092-643-3577
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こども福祉
課

児童虐待対応に関する法
律相談委託契約

令和5年4月1日
児童虐待防止対策事
業弁護団

福岡市中央区赤坂１丁
目１６番１３号

5,632,000円

当該業務は
・緊急対応が可能なよう複数の弁護士で対応できること
・児童福祉に関して高度の専門性を有すること
・人数及び地域制の関係から、福岡県の各児童相談所の業務依
頼に対応できる体制を有すること
が必要であり、以上の要件を満たす唯一の団体であるため。
（地方自治法施行令第167 条の2第1 項第2号該当）

こども福祉
係

092-643-3256

こども福祉
課

令和5年度特定妊婦等母
子支援業務

令和5年4月1日
社会福祉法人日王福
祉会

田川郡福智町神崎
1056-19

16,262,000円

　特定妊婦等母子支援業務は令和3年度より社会福祉法人日王
福祉会に委託している。本事業は出産後の養育について、出産
前から支援を行うことが特に必要と認められる妊婦や、妊婦検診
を受けずに出産に至った妊婦などへの支援を目的としており、事
業の性質上、業務受託者と相談者の間には信頼関係の構築が
不可欠であることから特命随意契約とするもの。（地方自治法施
行令第167 条の2第1項第2号該当）

社会的養護
支援係

092-643-3547

こども福祉
課

令和５年度施設退所児童
等自立支援促進事業

令和5年4月1日
特定非営利活動法人
そだちの樹

福岡市中央区大名2-6-
31
大名コーポラス703

13,007,000円

　本事業の実施にあたっては、虐待等を受け心にトラウマや問題
を抱えた施設退所者等を対象とし、自立支援、生活支援等を行う
ことから、児童福祉に係る専門的な知識と豊富な経験等が必要で
ある。加えて、事業の性格上、過去の虐待や施設での生育歴など
の高度な個人情報を取り扱うため、業務受託者には非常に高い
信頼性が確保されなければならない。当該事業者は、これまでも
本事業を適正に履行しているほか、これまで施設退所者の自立
支援計画の作成、計画に基づく支援を行っており、施設退所者と
の間に相当高い信頼性が構築されているため、引き続き、当該事
業者に特命随意契約とするもの。（地方自治法施行令第167条の
2第1項第2号該当）

社会的養護
支援係

092-643-3547

こども福祉
課

福岡県里親養育包括支援
業務（田川・京築地区）

令和5年4月1日
社会福祉法人嘉穂郡
社会福祉協会　かほ
の森

嘉麻市漆生５８７－６ 42,713,000円

　当相手方は、令和４年度本契約において、企画提案方式で選定
された者であり、誠実に履行した実績を持つことから、令和５年度
本契約も確実に履行することが見込まれる。
　また、令和５年度本契約の業務内容は令和４年度本契約と大部
分について同じである。
　以上のことから、当相手方の持つ本契約に関するノウハウを活
かすことで、本契約の目的を、より継続的かつ効果的・効率的に
達成することができるため。
（地方自治法施行令第167の2第1項第2号該当）

社会的養護
支援係

092-643-3547

こども福祉
課

福岡県里親養育包括支援
業務（宗像地区）

令和5年4月1日
社会福祉法人日本傷
痍者更生会　報恩母
の家

遠賀郡岡垣町海老津三
丁目８番１号

34,405,999円

　当相手方は、令和３年度本契約において、企画提案方式で選定
された者であり、令和３年度、４年度と誠実に履行した実績を持つ
ことから、令和５年度本契約も確実に履行することが見込まれる。
　また、令和５年度本契約の業務内容は令和４年度本契約と大部
分について同じである。
　以上のことから、当相手方の持つ本契約に関するノウハウを活
かすことで、本契約の目的を、より継続的かつ効果的・効率的に
達成することができるため。
（地方自治法施行令第167の2第1項第2号該当）

社会的養護
支援係

092-643-3547

4 / 22 ページ
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特命随意契約公表一覧表

こども福祉
課

福岡県里親養育包括支援
業務（久留米・大牟田地
区）

令和5年4月1日
社会福祉法人慈愛会
清心乳児園

三井郡大刀洗町大字山
隈３７７

43,499,999円

　当相手方は、令和４年度本契約において、企画提案方式で選定
された者であり、誠実に履行した実績を持つことから、令和５年度
本契約も確実に履行することが見込まれる。
　また、令和５年度本契約の業務内容は令和４年度本契約と大部
分について同じである。
　以上のことから、当相手方の持つ本契約に関するノウハウを活
かすことで、本契約の目的を、より継続的かつ効果的・効率的に
達成することができるため。
（地方自治法施行令第167の2第1項第2号該当）

社会的養護
支援係

092-643-3547

子育て支援
課

先天性代謝異常等検査業
務委託契約（単価契約）

令和5年4月1日
KMバイオロジクス株
式会社

熊本県熊本市北区大窪
１丁目６番１号

・先天性代謝異常
症検査

タンデムマス検査
１，５００円／件

ガラクトース血症
検査、先天性副腎

過形成症検査
１，０４０円／件

・先天性甲状腺機
能低下症検査

７６０円／件

本県における当該検査数（約年間２万件）以上の検体を処理でき
る規模であり、最先端の分析検査設備を備えているとともに、日
本マス･スクリーニング学会の認定技術者を擁する高い技術を有
する検査機関であるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号該当）

母子保健係 092-643-3307

子育て支援
課

若年者への性知識啓発事
業におけるLINEメッセージ
ングサービスシステム保守
等業務委託契約

令和5年4月1日
トランス・コスモス株式
会社

東京都渋谷区東1-2-20 1,171,500円

当システムは令和３年度に構築しており、効率的かつ効果的に運
用業務を実施できるのは、機能に精通しているシステム構築事業
者であるトランス・コスモス株式会社のみであるため。（地方自治
法施行令第167条の2第1項第2号該当）

母子保健係 092-643-3307

子育て支援
課

福岡県乳幼児聴覚支援セ
ンター運営業務委託契約

令和5年4月1日
公益財団法人福岡県
メディカルセンター

福岡市博多区博多駅南
２丁目９番３０号

9,020,000円

　本事業は、医療機関に関する迅速な情報提供業務を行い、保
健医療分野の専門的な相談や相談員育成のノウハウを有し、県
及び医師会と医療機関への支援を着実に実施できる公益財団法
人福岡県メディカルセンターでなければ、効果的・効率的に遂行
することができないため。（地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号該当）

母子保健係 092-643-3307

子育て支援
課

令和5年度ほいく福岡運
営・管理業務委託契約

令和5年4月1日 株式会社QTmedia
福岡市中央区天神１－
４－２

1,303,500円

　保育士専門の職業紹介事業の効果を更に高めるため、平成30
年度に当該事業者に委託しシステムを構築のうえ、保育人材総
合支援サイト「ほいく福岡」を運用してきた。本サイトは、広く県民
の目に触れるものであり、システム上の問題については、早急に
対応する必要がある。他の事業者に委託する場合は、別のサー
バーへの移行等、不具合が生じるおそれがある。また、本サイト
は、当該事業者の自主システムであるため、問題の発生に早急
に対応することができ、改修等について柔軟に対応が可能であ
る。以上のことから、当該事業者に委託するもの。（地方自治法施
行令第167条の2第1項第2号該当）

保育企画・
人材確保係

092-643-3584
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子育て支援
課

「子育て応援の店」推進事
業委託契約

令和5年4月1日 株式会社フラウ
福岡市中央区舞鶴1丁
目3-14

7,755,000円

当事業者は、令和３年度事業において企画・技術提案型契約方
式により選定された者であり、これまでの事業遂行を通じて、本事
業に関するノウハウを有しており、より効果的・効率的に事業を実
施し、確実に目標達成を図ることができるため。（地方自治法施
行令第167条の2第1項第2号該当）

子育て支援
係

092-643-3311

子育て支援
課

令和５年度保育士就職支
援強化事業委託契約

令和5年4月1日
公益社団法人　福岡
県保育協会

春日市原町３丁目１－７ 21,100,200円

本事業は、保育に関する専門的知識・技術及び県内の保育所に
関しての広いネットワークを有する必要があり、県内における幅
広いネットワークや専門的知識を有する唯一の団体のため。本契
約は令和3年度予算執行分の随契審査会で審査され、令和5年
度は3年目である。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
該当）

保育企画・
人材確保係

092-643-3584

子育て支援
課

令和５年度福岡県保育人
材専門相談事業（社会保
険労務士）業務委託契約

令和5年4月1日
福岡県社会保険労務
士会

福岡市博多区博多駅東
２丁目５番２８号

713,900円

当事業者は、労務管理や労働問題に関し専門的知識や技術を有
し、加えて福岡市の同様の事業を受託しており、保育施設におけ
る特有の職場環境や就労実態についての知識や支援実績を実
施し、目標達成を図ることができるため。（地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第１号該当）

保育企画・
人材確保係

092-643-3584

子育て支援
課

令和５年度福岡県保育人
材専門相談事業（安全衛
生人材開発協会）業務委
託契約

令和5年4月1日
一般社団法人安全衛
生人材開発協会

福岡市博多区中州中島
町４－１２

660,000円

　当事業者は、メンタルヘルスの問題に関し専門的知識や技術を
有し、加えて福岡市の同様の事業を受託しており、保育施設にお
ける特有の職場環境や就労実態についての知識や支援実績を
有していることから、より効果的・効率的に事業を実施し、目標達
成を図ることができるため。（地方自治法施行令第167条の２第１
項第１号該当）

保育企画・
人材確保係

092-643-3584

子育て支援
課

令和５年度福岡県保育所
等職員研修事業（一般保
育研修）業務委託契約

令和5年4月1日
公益社団法人福岡県
保育協会

春日市原町3丁目1-7 4,585,000円

当事業者は、県内保育所と強固なネットワークが構築されてお
り、保育の現場が直面する課題等が会員間において共有されて
おり、時機に応じた研修を実施することができ、これまでの業務遂
行を通じて本事業に関するノウハウを有しており、より効果的・効
率的に事業を実施し、目標達成を図ることができるため。本契約
は令和3年度予算執行分の随契審査会で審査され、令和5年度
は3年目である。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

保育企画・
人材確保係

092-643-3584

子育て支援
課

令和５年度福岡県保育所
等職員研修事業（人権・同
和保育研修）委託契約

令和5年4月20日
福岡県人権・同和教
育研究協議会

福岡市博多区吉塚本町
１３－５０

5,230,000円

本事業は、同和問題をはじめとする人権問題及び保育に関する
専門的知識・技術を有することが必要であり、県内で人権・同和
教育についての研究実績を有する唯一の団体のため。本契約は
令和5年度予算執行分の随契審査会で審査され、令和5年度は1
年目である。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

保育企画・
人材確保係

092-643-3584

子育て支援
課

「福岡県にこにこ家族づくり
ポータルサイト」、「福岡県
病児保育支援システム」及
び「福岡県医療的ケア児等
支援情報サイト」運営・管
理に係る業務委託

令和5年4月1日 株式会社QTmedia
福岡市中央区天神１－
４－２エルガーラオフィス
棟５階

1,466,960円

　当事業者は、平成２６年度における本サイトの構築及びその運
営・管理業務について、企画提案方式により選定された者であ
る。本サイトを構築した事業者であることから、システム上の問題
や改善・拡張等について柔軟に対応することが可能であるため。
本契約は令和５年度予算執行分の随契審査会で審査され、承認
されたものである。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
該当）

子育て支援
係

092-643-3311
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子育て支援
課

令和５年度福岡県認定こど
も園研修事業委託業務

令和5年5月1日
一般財団法人保健福
祉振興財団

東京都千代田区紀尾井
町3番12号

1,556,349円

　本事業は保育に関し、専門的知識、技術を有する機関でなけれ
ば実施できない。一般財団法人保健福祉振興財団は、九州に限
らず全国で保育に関する研修を実施してきた実績があり、これま
での業務遂行を通じて本事業に関するノウハウを有していること
から、より効果的・効率的に事業を実施し、業務の確実な履行が
見込まれる。（地方自治法施行令第167 条の2第1項第2号該当）

保育企画・
人材確保係

092-643-3584

子育て支援
課

子どものバス送迎における
安全管理徹底のための研
修事業に係る業務委託

令和5年4月14日
一般財団法人保健福
祉振興財団

東京都千代田区平河町
二丁目４番５号

5,749,999円

　本事業は子どもの安全管理に関し、専門的知識、技術を有する
機関でなければ実施できない。一般財団法人保健福祉振興財団
は、九州に限らず全国で子どもの安全管理に関する研修を実施
してきた実績があり、これまでの業務遂行を通じて本事業に関す
るノウハウを有していることから、より効果的・効率的に事業を実
施し、業務の確実な履行が見込まれる。
（地方自治法施行令第167 条の2第1項第2号該当）

保育施設係 092-643-3258

子育て支援
課

「子育て応援の店」ホーム
ぺージシステム改修業務
委託契約

令和5年5月2日
株式会社イー・フォレ
スト

福岡市中央区天神3－6
－36

7,694,500円

当事業のホームページは、平成18年に開設されており、開発は株
式会社イー・フォレストによる。また、当該システムの運営・管理に
ついても株式会社イー・フォレストが行っている。
当該システムのシステム構成及び機能について固有の情報と技
能を有していること及びセキュリティの観点からシステム管理者で
ある株式会社イー・フォレストと本契約を締結することが適当であ
るため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

子育て支援
係

092-643-3311

子育て支援
課

「届出保育施設の基準適
合に向けた集合研修及び
巡回支援事業」に係る業務
委託

令和5年7月24日
ヒューマンアカデミー
株式会社

東京都新宿区西新宿７
丁目５番２５号

7,810,000円

　当該委託業務は、届出保育施設の基準適合に関する知識や経
験を有した研修講師の選定が求められるとともに、集合研修開催
や受講者の管理といった実施体制の構築、並びに基準適合に向
けた巡回支援を行うための知識や経験を有した巡回支援員の選
定、巡回支援の実施を行う必要がある。
　ヒューマンアカデミー株式会社は、令和４年度に事業を円滑に
実施していることから、県全域の届出保育施設の基準適合に向
けた集合研修並びに巡回支援実施のノウハウを有していることが
認められる。このため、令和５年度においては、届出保育施設に
対して基準適合に向けた支援をさらに効果的、効率的に行うこと
が期待できる。
（地方自治法施行令第167 条の2第1項第2号該当）

保育施設係 092-643-3258

障がい福祉
課

発達障がい児等療育支援
事業（単価契約）

令和5年4月1日 医療法人　山水会
福岡市東区香椎１丁目
９番１５号

７，２６０円×件数
２，８１０円×件数
２２，３１０ 円×件

数年間６０件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
１か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから引き
続き本事業を同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を
行うことができる。（地方自治法施行令第１６７条の２第1項第２号
該当）

自立支援・
給付係

092-643-3263
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障がい福祉
課

発達障がい児等療育支援
事業（単価契約）

令和5年4月1日 医療法人社団　翠会
行橋市北泉３丁目１１番
１号

７，２６０円×件数
２，８１０円×件数
２２，３１０ 円×件

数年間１２０件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
１か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから引き
続き本事業を同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を
行うことができる。（地方自治法施行令第１６７条の２第1項第２号
該当）

自立支援・
給付係

092-643-3263

障がい福祉
課

発達障がい児等療育支援
事業（単価契約）

令和5年4月1日
医療法人　聖ルチア
会

久留米市津福本町１０１
２番地

７，２６０円×件数
２，８１０円×件数
２２，３１０ 円×件

数年間１３２件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
１か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから引き
続き本事業を同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を
行うことができる。（地方自治法施行令第167条の2第１項第2号該
当）

自立支援・
給付係

092-643-3263

障がい福祉
課

福岡県地域生活支援事業
（身体障がい者関連事業、
知的障がい者関連事業、
意思疎通支援関連事業、
視覚障がい者関連事業、
オストメイト関連事業、聴覚
障がい者関連事業）

令和5年4月1日
福岡県障害者社会参
加推進センター

春日市原町３－１－７ 60,808,000円

　障がいのある人の社会参加を促進するため、平成10年度に都
道府県に障害者社会参加推進センターを設置することとされた。
本県においても同年度から身体・知的・精神の３障害に対応する
障がい者団体の中核組織として設置し、各障がい者団体と連携、
調整を図りながら、法で定められた障害者社会参加促進事業（現
在の地域生活支援事業）を委託し実施している。福岡県障害者社
会参加推進センターは、事業の企画立案等にあたり各障がい者
団体と協議会を設置し、当事者団体の意見等を参考に事業を実
施しており、各障がい者団体と連携・協力しながら合意を形成し事
業を実施できる団体は、県内には他に存在しないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

社会参加係 092-643-3264

障がい福祉
課

福岡県地域生活支援事業
（失語症者向け意思疎通
支援関連事業）

令和5年4月1日
一般社団法人福岡県
言語聴覚士会

福岡市博多区東比恵３
－２－１

3,636,500円

　当該事業は、失語症者の自立と社会参加を促進するため、失
語症者向け意思疎通支援者を養成し、派遣するものである。
　一般社団法人福岡県言語聴覚士会は、言語聴覚士の専門職
務の普及発展に関する事業等を行う団体であり、国の失語症者
向け意思疎通支援者指導者養成研修を実施する一般社団法人
日本言語聴覚士会協会の福岡県士会であり、失語症に係る各障
がい者団体と連携・協力しながら事業を実施できる団体は、県内
には他に存在しないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

社会参加係 092-643-3264

障がい福祉
課

身体障害者手帳発行シス
テム保守管理業務委託契
約

令和5年4月1日
株式会社佐賀電算セ
ンター福岡支社

福岡市博多区店屋町１
番３５号

739,200円

本システムの保守運用に当たっては、システム全体の構造や機
能に精通している必要があり、円滑な業務遂行やコスト削減等の
観点から、他の事業者がこれらの業務を行うことは技術的に困難
であるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

自立支援
・給付係

092-643-3263

障がい福祉
課

療育手帳発行システム保
守管理業務委託契約

令和5年4月1日
株式会社佐賀電算セ
ンター福岡支社

福岡市博多区店屋町１
番３５号

970,200円

本システムの保守運用に当たっては、システム全体の構造や機
能に精通している必要があり、円滑な業務遂行やコスト削減等の
観点から、他の事業者がこれらの業務を行うことは技術的に困難
であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

自立支援
・給付係

092-643-3263
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

障がい福祉
課

福岡県発達障がいのある
人及びその家族の集う場
づくり事業に伴う委託契約

令和5年4月1日
NPO法人発達障がい
者就労支援ゆあしっ
ぷ

春日市須玖南５丁目63-
201

934,000円

本事業は、成人期の発達障がいのある人及びその保護者を対象
に互いの悩みを語り合い、情報交換のできる交流活動の場を提
供することで、発達障がいのある人及びその家族の福祉の向上
を図ることを目的として、平成３０年度から同法人に事業委託し、
実施している。事業実施にあたっては、交流活動の場の提供だけ
ではなく、悩みの解決に向けての助言等が必要であることから、
発達障がいのある人等の就労や自立支援を行っており、当事者
や保護者に寄り添った形で悩み事への的確な助言を行うことがで
きる当法人へ委託するもの。（地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号該当）

自立支援
・給付係

092-643-3263

障がい福祉
課

「ふくおかバリアフリーマッ
プ」ホームページ運営保守
業務委託契約

令和5年4月1日 株式会社QTmedia
福岡市中央区天神１丁
目４番２号

1,997,930円

　本サイトは、障がいのある人等の社会参加の促進を目的とし
て、バリアフリー設備の整った施設の情報を検索・発信できる機
能を持つ。システム構築、運営・管理等の専門性が求められるこ
とから、平成30年度に企画提案公募を実施し、株式会社コアラ
（現 株式会社QTmedia）に構築等を委託した。本サイトのシステム
は株式会社QTmediaの自主システムであり著作権を有しているた
め、問題の発生に対応でき、システムのカスタマイズや改善、拡
張について対応が可能な唯一の業者となるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

社会参加係 092-643-3264

障がい福祉
課

福岡県発達障がい者支援
センター運営事業

令和5年4月1日
社会福祉法人北九州
市福祉事業団

北九州市八幡東区中央
二丁目1番１号

25,699,993円

本事業は、身近な地域において、発達障がいのある方の相談支
援等を行う事業であり、委託先は、発達障がいのある方への支援
に関する十分な知見・ノウハウ・実績があり、かつ継続的で一貫し
た支援を行える法人である必要があるが、このような法人は、北
九州地域において、当該法人の他にないため（地方自治法施行
令第167条の2第1項第2号該当）。

自立支援・
給付係

092-643-3263

障がい福祉
課

福岡県発達障がい者支援
センター運営事業

令和5年4月1日
社会福祉法人こぐま
福祉会

小郡市大板井1143-1 25,699,300円

本事業は、身近な地域において、発達障がいのある方の相談支
援等を行う事業であり、委託先は、発達障がいのある方への支援
に関する十分な知見・ノウハウ・実績があり、かつ継続的で一貫し
た支援を行える法人である必要があるが、このような法人は、福
岡地域において、当該法人の他にないため。（地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号該当）

自立支援・
給付係

092-643-3263

障がい福祉
課

福岡県発達障がい者支援
センター運営事業

令和5年4月1日 社会福祉法人豊徳会
田川郡福智町伊方638
番地

25,699,000円

本事業は、身近な地域において、発達障がいのある方の相談支
援等を行う事業であり、委託先は、発達障がいのある方への支援
に関する十分な知見・ノウハウ・実績があり、かつ継続的で一貫し
た支援を行える法人である必要があるが、このような法人は、筑
豊地域において、当該法人の他にないため（地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号該当）。

自立支援・
給付係

092-643-3263

障がい福祉
課

福岡県発達障がい者支援
センター運営事業

令和5年4月1日 社会福祉法人筑陽会
八女郡広川町大字一條
1357

25,699,960円

本事業は、身近な地域において、発達障がいのある方の相談支
援等を行う事業であり、委託先は、発達障がいのある方への支援
に関する十分な知見・ノウハウ・実績があり、かつ継続的で一貫し
た支援を行える法人である必要があるが、このような法人は、筑
後地域において、当該法人の他にないため。（地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号該当）

自立支援・
給付係

092-643-3263
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

障がい福祉
課

福岡県発達障がい支援拠
点病院指定に伴う業務委
託契約

令和5年4月1日
国立大学法人九州大
学病院

福岡市西区元岡744 10,366,400円

本事業の実施にあたっては、専門的な医学的知見が求められる
が、この点、小児精神科的観点から、発達障がいについて専門的
診療を行っているのは、県内で九州大学病院（こどものこころの
診療部）のみであり、その特性から県内で唯一厚生労働省所管
の母子保健衛生費国庫補助金交付要綱に基づく「都道府県が行
う子どもの心の診療ネットワーク事業」の事業認定を受け、「発達
障がい支援拠点病院」として庫補助事業の採択を受けることがで
きる状況である。このため、九州大学病院に委託する以外、業務
が実施できないため。（地方自治法第１６７条の２第１項第２号該
当）

自立支援・
給付係

092-643-3263

障がい福祉
課

障がい児等療育支援事業
（単価契約）

令和5年4月1日
社会福祉法人
日本厚生学園

大牟田市大字今山７５５
番地

７，２６０円 × １５
０件

２，８１０円 × １５
０件

２２，３１０円 × ０
件

１８，３４０円 × １
００件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
1か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから引き
続き本事業を同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を
行うことができる。（地方自治法施行令第167の2第1項第2号該
当）

自立支援・
給付係

092-643-3263

障がい福祉
課

障がい児等療育支援事業
（単価契約）

令和5年4月1日
社会福祉法人　　バプ
テスト心身障害児
（者）を守る会

糟屋郡久山町大字久原
１８６９

７，２６０円 × １２
７件

２，８１０円 × １３
０件

２２，３１０ 円× ０
件

１８，３４０円 × ６
５件

２，８１０円 × ４件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
１か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから引き
続き本事業を同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を
行うことができる。（地方自治法施行令第167の2第1項第2号該
当）

自立支援・
給付係

092-643-3263

障がい福祉
課

障がい児等療育支援事業
（単価契約）

令和5年4月1日
社会福祉法人　上横
山福祉会

八女市馬場６番地１

７，２６０円 × １７
６件

２，８１０円 × １７
９件

２２，３１０ 円× ０
件

１８，３４０円 × ２
５件

２，８１０円 × ０件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
1か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから引き
続き本事業を同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を
行うことができる。（地方自治法施行令第167の2第1項第2号該
当）

自立支援・
給付係

092-643-3263

障がい福祉
課

障がい児等療育支援事業
（単価契約）

令和5年4月1日
社会福祉法人　こぐま
福祉会

小郡市大板井１１４３番
地１

７，２６０円 × ６０
件

２，８１０円 ×１９５
０件

２２，３１０ 円× ５
件

１８，３４０円 ×１７
０件

２，８１０円 ×　５
件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
1か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから引き
続き本事業を同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を
行うことができる。（地方自治法施行令第167の2第1項第2号該
当）

自立支援・
給付係

092-643-3263
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

障がい福祉
課

障がい児等療育支援事業
（単価契約）

令和5年4月1日
社会福祉法人　　和
光会

飯塚市有安９５９番地４

７，２６０円 × ８０
件

２，８１０円 × ０件
２２，３１０ 円× ０

件
１８，３４０円 × １

０件
２，８１０円 × ０件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
1か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから引き
続き本事業を同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を
行うことができる。（地方自治法施行令第167の2第1項第2号該
当）

自立支援・
給付係

092-643-3263

障がい福祉
課

障がい児等療育支援事業
（単価契約）

令和5年4月1日
社会福祉法人　　玄
洋会

福津市奴山６１６番地

７，２６０円 × ２８
８件

２，８１０円 × ２５
５件

２２，３１０ 円× ０
件

１８，３４０円 × ４
２件

２，８１０円 × ０件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
1か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから引き
続き本事業を同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を
行うことができる。

自立支援・
給付係

092-643-3263

障がい福祉
課

障がい児等療育支援事業
（単価契約）

令和5年4月1日
社会福祉法人　　鞍
手ゆたか福祉会

鞍手郡鞍手町大字新延
字七反浮州２８９番２

７，２６０円 × ２０
０件

２，８１０円 × １０
０件

２２，３１０ 円× ０
件

１８，３４０円 × ３
５件

２，８１０円 × ０件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
６か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから引き
続き本事業を同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を
行うことができる。（地方自治法施行令第167の2第1項第2号該
当）

自立支援・
給付係

092-643-3263

障がい福祉
課

障がい児等療育支援事業
（単価契約）

令和5年4月1日
社会福祉法人　　宰
府福祉会

太宰府市大字大佐野７
６１番地１

７，２６０円 × １０
０件

２，８１０円 × ２３
０件

２２，３１０ 円× ０
件

１８，３４０円 × ３
０件

２，８１０円 × ０件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
７か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから引き
続き本事業を同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を
行うことができる。（地方自治法施行令第167の2第1項第2号該
当）

自立支援・
給付係

092-643-3263

障がい福祉
課

障がい児等療育支援事業
（単価契約）

令和5年4月1日
社会福祉法人　　恵
光園

豊前市大字荒堀３７番
地１２

７，２６０円 × ３０
件

２，８１０円 × ３０
０件

２２，３１０ 円× ０
件

１８，３４０円 × ６
０件

２，８１０円 × ０件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
８か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから引き
続き本事業を同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を
行うことができる。（地方自治法施行令第167の2第1項第2号該
当）

自立支援・
給付係

092-643-3263
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
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障がい福祉
課

障がい児等療育支援事業
（単価契約）

令和5年4月1日
社会福祉法人　　豊
徳会

田川郡福智町伊方６３８

７，２６０円 × ３０
０件

２，８１０円 × ２０
件

２２，３１０ 円× ０
件

１８，３４０円 ×７０
０件

２，８１０円 × ０件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
1か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから引き
続き本事業を同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を
行うことができる。（地方自治法施行令第167の2第1項第2号該
当）

自立支援・
給付係

092-643-3263

障がい福祉
課

障がい児等療育支援事業
（単価契約）

令和5年4月1日
社会福祉法人　　野
の花学園

福岡市中央区天神二丁
目１３－１７

７，２６０円 × ５件
２，８１０円 × １１

０件
２２，３１０ 円× ０

件
１８，３４０円 × ２

４件
２，８１０円 × ０件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
１か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから引き
続き本事業を同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を
行うことができる。（地方自治法施行令第167の2第1項第2号該
当）

自立支援・
給付係

092-643-3263

障がい福祉
課

障がい児等療育支援事業
（単価契約）

令和5年4月1日
社会福祉法人　　のぞ
みの里

糸島市志摩馬場１０７９
番地１

７，２６０円 × １８
９件

２，８１０円 × ４０
件

２２，３１０ 円× ０
件

１８，３４０円 × １
件

本事業は、障がい児（者）施設を経営する社会福祉法人等に、地
理的条件、交通の利便等を勘案の上、各障がい保健福祉圏域に
１か所ずつ委託している。本事業の実施にあたっては、障がい児
（者）に対する療育等の高い知識と技術が必要となることから引き
続き本事業を同法人に委託することで一貫性をもった療育支援を
行うことができる。（地方自治法施行令第167の2第1項第2号該
当）

自立支援・
給付係

092-643-3263

障がい福祉
課

障がい児施設等へのセラ
ピー犬派遣モデル事業

令和5年6月1日
公益社団法人福岡県
獣医師会

福岡市中央区赤坂１－
４－２９

1,995,000円

　障がい児施設等を訪問してセラピーを行う本事業の実施に当
たっては、事故を防ぎつつセラピーの効果を最大化するため、訓
練された犬とハンドラー（訓練士）、獣医師や心理士などによる
チームを編成し、後の周知啓発を見据えた事業運営を行い、さら
にはアニマルセラピー及びワンヘルス条例の理念の普及に資す
るような効果検証を行うことのできる体制が必要不可欠である。
県内において、訓練されたセラピー犬を心理士等スタッフとともに
派遣して障がい児等に対するセラピー活動を行い、その成果報告
をとりまとめ広く周知啓発を行った実績を有する団体は、当該法
人のみであるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
該当）

社会参加係 092-643-3264

障がい福祉
課

令和５年度福岡県肢体不
自由児療育キャンプ事業
委託契約の締結

令和5年4月1日
公益財団法人福岡県
肢体不自由児協会
理事長　藤井　敏男

春日市原町３丁目１番
地７

1,080,000円

本事業の活動やその企画に際して看護師や医師など専門職員に
よる指導助言が必要となるところ、当法人は、別途、肢体不自由
児を対象とした機能訓練と家族に対する訓練指導事業を実施し
ており、本事業の委託先として適当と認められる。また、肢体不自
由児のキャンプでは食事やレクリエーション、海水浴など活動の
全般において、常時、大人数のスタッフによる参加者の姿勢保持
や活動支援が必要であるところ、当団体は長年の事業実施によ
る協力団体との緊密な連携により、必要なスタッフを確保すること
ができる。このような専門性と体制を有する団体は、県内に当法
人と公益財団法人福岡県重症心身障害児(者)を守る会」の２団体
しかないが、後者の団体から、コロナ禍を経て感染対策等を実施
しつつ本事業を受託することは困難との申し出があったため。（地
方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

社会参加係 092-643-3264
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
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（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

障がい福祉
課

令和５年度福岡県在宅心
身障がい児療育訓練事業

令和5年4月1日
社会福祉法人　夜須
高原福祉村　理事長
寺﨑　一雄

朝倉郡筑前町三箇山字
北ヶ谷５０８

4,800,600円

社会福祉法人夜須高原福祉村が朝倉郡筑前町で運営する「やす
らぎ荘」は、俳優の故森繁久彌氏が中心となって昭和４７年に設
置した施設であり、在宅の脳性まひなどの子供たちとその家族に
対する、宿泊・通所による療育訓練を行う西日本唯一の専門施設
である。このため、「やすらぎ荘」には、県内はもとより九州各県や
広島県、大阪府などからも多くの利用者が訪れている。また、脳
性まひの療育訓練は、専門的な技術や知識を持つ医師・トレー
ナーが行う必要がある。一時的な宿泊・通所訓練であれば、他の
事業者等においても実施は可能であるが、年間を通して、多くの
障がいのある児童に対する継続的な訓練に対応できる施設は、
県内には他に存在しないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

社会参加係 092-643-3264

障がい福祉
課

令和５年度動物介在療法
による重複障がい児・発達
障がい児等の社会生活適
応力養成事業委託契約

令和5年5月18日
福岡県馬術連盟　会
長　藏内　勇夫

古賀市筵内５６４ 2,800,000円

当該事業は、県有施設である福岡県馬術競技場で飼育している
県所有馬を活用するものであり、また、関係団体及び各課と連
携・調整を図りながら各障がいに対応した事業を実施できる他の
団体が県内に存在しないため。
①　県体育スポーツ健康課から県有馬の飼育・調教・管理業務
（於福岡県馬術競技場）を受託している団体であり県有馬の扱い
に慣れている。
②　２２の加盟団体を有しており、事業実施に必要な人材確保が
可能である。
③　独自事業として、特別支援学校の児童を対象とした乗馬体験
等の実績があり、障がい特性に応じた事業の実施が可能である。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

社会参加係 092-643-3264

障がい福祉
課

令和５年度福岡県在宅重
症心身障がい児（者）療育
キャンプ事業委託契約

令和5年5月25日

公益財団法人福岡県
在宅重症心身障がい
児（者）を守る会理事
長　和多　正景

春日市原町３丁目１番
地７

1,140,000円

　本事業については、在宅の心身障がい児（者）の各種相談に応
じ、専門職員による指導、医師による療育指導助言及びカウンセ
ラーによる生活指導を行う必要がある。当団体は在宅の心身障
がい児（者）の各種相談に応じ、専門職員による指導、医師によ
る療育指導助言及びカウンセラーによる生活指導を行っており、
本事業の委託先として適当と認められる。また、重症心身障がい
児（者）は障がいの程度でも最重度で、対応に専門的知識が必要
とされ、在宅の重症心身障がい児（者）を対象としたキャンプ事業
は当団体以外行っていないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

社会参加係 092-643-3264

障がい福祉
課

令和５年度福岡県幼児ダ
ウン症児療育キャンプ事業
委託契約

令和5年7月1日
日本ダウン症協会福
岡支部　支部長 原
武史

福岡市博多区吉塚２丁
目１９－２２－２０９

531,000円

同団体は、ダウン症の当事者、家族、支援者で作る全国組織「日
本ダウン症協会」の福岡県支部であり、本県には同団体以外に
一定規模の組織的活動を行っているダウン症の団体はない。同
団体はこれまでもこの療育キャンプ事業を円滑に実施してきてお
り、事業の専門性や特殊性から当団体に委託することが適当と思
われるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第1号該当）

社会参加係 092-643-3264

障がい福祉
課

聴覚障がい児・家族支援
事業（北九州地区）

令和5年6月10日
福岡県北九州地区聴
覚障がい児・家族支
援事業実行委員会

北九州市小倉北区三郎
丸２丁目９－１

1,405,160円

本業務は、医療・保健・福祉・教育が連携した上で聴覚障がい児
の支援を行うものである。また、支援に当たっては、地域の状況
に応じた支援が必要。本実行委員会は北九州地区の各分野の関
係者を構成員とする委員会であり、北九州地区において各分野で
の課題を共有し、連携しながら聴覚障がい児の支援を行うことが
できる団体は、本実行委員会のみであるため。（地方自治法施行
令第167条の2第1項第2号該当）

社会参加係 092-643-3264
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障がい福祉
課

聴覚障がい児・家族支援
事業（福岡地区）

令和5年6月10日
福岡県福岡地区聴覚
障がい児・家族支援
事業実行委員会

福岡市早良区荒江３丁
目２－１

2,102,100円

本業務は、医療・保健・福祉・教育が連携した上で聴覚障がい児
の支援を行うものである。また、支援に当たっては、地域の状況
に応じた支援が必要。　本実行委員会は福岡地区の各分野の関
係者を構成員とする委員会であり、福岡地区において各分野での
課題を共有し、連携しながら聴覚障がい児の支援を行うことがで
きる団体は、本実行委員会のみであるため。（地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号該当）

社会参加係 092-643-3264

障がい福祉
課

聴覚障がい児・家族支援
事業（筑後地区）

令和5年6月10日
福岡県筑後地区聴覚
障がい児・家族支援
事業実行委員会

久留米市高良内町２９３
５

2,317,689円

本業務は、医療・保健・福祉・教育が連携した上で聴覚障がい児
の支援を行うものである。また、支援に当たっては、地域の状況
に応じた支援が必要。本実行委員会は筑後地区の各分野の関係
者を構成員とする委員会であり、筑後地区において各分野での課
題を共有し、連携しながら聴覚障がい児の支援を行うことができ
る団体は、本実行委員会のみであるため。（地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号該当）

社会参加係 092-643-3264

障がい福祉
課

聴覚障がい児・家族支援
事業（筑豊地区）

令和5年6月10日
福岡県筑豊地区聴覚
障がい児・家族支援
事業実行委員会

直方市下境４１０－２ 1,851,740円

本業務は、医療・保健・福祉・教育が連携した上で聴覚障がい児
の支援を行うものである。また、支援に当たっては、地域の状況
に応じた支援が必要。本実行委員会は筑豊地区の各分野の関係
者を構成員とする委員会であり、筑豊地区において各分野での課
題を共有し、連携しながら聴覚障がい児の支援を行うことができ
る団体は、本実行委員会のみであるため。（地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号該当）

社会参加係 092-643-3264

障がい福祉
課障がい福
祉サービス
指導室

令和５年度福岡県障がい
者虐待防止・権利擁護指
導者養成研修業務委託契
約

令和5年6月28日
公益社団法人福岡県
社会福祉士会

福岡市博多区博多駅前
３－９－１２　アイビー
コートⅢビル５Ｆ

1,354,700円

本業務は、障がい福祉分野における虐待防止について専門的知
識及び技術を持ち、類似の研修においても履行実績のある公益
社団法人福岡県社会福祉士会でなければ、効果的・効率的に遂
行することができないため。（地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号該当）

指導係 092-643-3838

保護・援護
課

福岡県中国帰国者生活相
談・ふれ愛電話（訪問を含
む）事業業務委託契約

令和5年4月1日
社会福祉法人福岡県
社会福祉協議会

春日市原町３丁目１番１
号

2,335,795円

当該事業を実施するにあたっては、中国帰国者の置かれている
状況を十分に理解し、帰国者からの信頼を得ていること、中国語
ができる相談員が確保できることが必要である。当該団体は、交
流事業をはじめ、中国帰国者の通訳支援、生活相談などを長年
行っており、帰国者からの信頼も厚く、当該事業の確実かつ円滑
な運営ができるのは、県内に当該団体のみであるため、選定した
もの。（地方自治法施行令第167条の2第１項第2号該当）

援護恩給係 092-643-3301

保護・援護
課

令和５年度援護システムに
係る運用支援業務

令和5年4月1日 株式会社　ヒロケイ
東京都江東区亀戸２丁
目３５－１３

1,210,660円

　援護システムは、都道府県、厚生労働省及び財務省が連携して
行う業務をシステム化したものであり、厚生労働省において一般
競争入札で決定した株式会社ヒロケイと契約するよう契約締結依
頼があっていることから、株式会社ヒロケイを選定したもの。（地
方自治法施行令第167条の2第１項第2号該当）

援護恩給係 092-643-3301
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

労働政策課

令和５年度福岡県若者就
職支援センター事業総括・
コーディネート等業務委託
契約

令和5年4月1日
公益社団法人福岡県
雇用対策協会

福岡市中央区天神1丁
目4番2号

71,190,900円

　本事業を的確に運営するためには、地域の経済・雇用情勢、雇
用・人材育成等の施策に関する専門的知見及び企業や関係行政
機関と円滑に連携・協力ができるネットワークを有し、かつ、本県
をはじめ国などの行政機関、県内経済団体等と連携して、各種雇
用施策を展開できることが必要であり、これらを実施可能な団体
は本協会のみであるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号該当）

就業支援係 092-643-3592

労働政策課
令和５年度福岡県若者就
職支援センター事業個別
就職相談等業務委託契約

令和5年4月1日 株式会社ＡＣＲ
福岡市中央区渡辺通4
丁目10番10号

87,167,850円

　当事業は、若者の早期就職のため個別就職相談やセミナー、
職業紹介等を実施するものであり、職務経歴の少ない若者の就
職支援に関する技術や経験が必要な事業である。
　当該事業者は、令和3年度事業に企画提案公募（プロポーサル
方式）で選定された事業者であり、就職支援業務の実績もあるほ
か、支援対象者との信頼関係を築いており、本業務を適切に実施
できる能力を兼ね備えているため当該事業者と契約するもの。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

就業支援係 092-643-3592

労働政策課

令和５年度福岡県若者就
職支援センター事業ホーム
ページ運営・管理業務委託
契約

令和5年4月1日 株式会社ＢＣＣ
福岡市中央区六本松2
丁目12番19号

1,168,200円

本業務は若者就職支援センターのホームページ及びセンター利
用者のデータベースの管理・運用を行う業務であり、本システムを
構築した当該業者でなければ、本システムの全体の構造や機能
について精通しておらず、システムの安定運用や障害発生時に
おける対応を迅速かつ的確に実施することができないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

就業支援係 092-643-3592

労働政策課
令和５年度福岡県正規雇
用促進企業支援センター
事業委託契約

令和5年4月1日
公益社団法人福岡県
雇用対策協会

福岡市中央区天神1丁
目4番2号

15,415,400円

　本協会は、本県の経済・雇用情勢に通じているとともに、現在、
県が設置する若者就職支援センター、中高年就職支援センター
の運営を、センター設置以来一貫して行ってきた。そのため、本協
会は、各センターの運営実績から、本事業に必要な専門的知見
や関係機関との強固なネットワークを有しているといえる。加えて
安定的な事業運営を行える能力を有しており、公益社団法人とし
て県全体の公益に寄与する事業運営が期待できる。本県内にお
いて活動している団体で、これらの業務を実施可能な団体は本協
会のみであるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
該当）

就業支援係 092-643-3592

労働政策課

令和５年度福岡県正規雇
用促進企業支援センター
事業ホームページ運営・管
理業務委託契約

令和5年4月1日 株式会社ＢＣＣ
福岡市中央区六本松2
丁目12番19号

1,559,800円

本業務は正規雇用促進企業支援センターのホームページ及びセ
ンター利用者のデータベースの管理・運用を行う業務であり、本シ
ステムを構築した当該業者でなければ、本システムの全体の構
造や機能について精通しておらず、システムの安定運用や障害
発生時における対応を迅速かつ的確に実施することができない
ため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

就業支援係 092-643-3592
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

労働政策課

令和５年度若者自立支援
事業（北九州若者サポート
ステーション及び筑豊若者
サポートステーション事業）
業務委託契約

令和5年4月1日
一般社団法人　オー
ガニックパパユニティ

筑紫野市大字永岡182
番地2

15,527,820円

　当事業は、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づき、学
校を卒業・中退後、あるいは仕事を辞めた後、長期間にわたって
職に就かず悩んでいる方への職業的自立に向けた支援を国と連
携して実施するものである。　国と県の役割については、同法第２
３条において、国は「施設の整備その他の必要な措置を講ずるよ
うに努めなければならない」とされ、同法第２４条において、地方
公共団体は「前条の国の措置と相まって、地域の実情に応じ」「必
要な措置を講ずるように努めなければならない」とされており、国
は相談支援窓口の設置や若者のキャリア形成支援といった若者
サポートステーションの基本的な事項を行い、県は心理相談等の
支援を行うものであり、窓口の設置やキャリア形成支援といった
基本的な事項を受託した同団体に委託することが効果的・効率的
であるため。（地方自治法施行令第167の2第1項第2号該当）

就業支援係 092-643-3592

労働政策課

令和５年度若者自立支援
事業（就職氷河期世代支
援分）（北九州若者サポー
トステーション及び筑豊若
者サポートステーション事
業）業務委託契約

令和5年4月1日
一般社団法人　オー
ガニックパパユニティ

筑紫野市大字永岡182
番地2

2,648,484円

　当事業は、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づき、学
校を卒業・中退後、あるいは仕事を辞めた後、長期間にわたって
職に就かず悩んでいる方への職業的自立に向けた支援を国と連
携して実施するものである。国と県の役割については、同法第２３
条において、国は「施設の整備その他の必要な措置を講ずるよう
に努めなければならない」とされ、同法第２４条において、地方公
共団体は「前条の国の措置と相まって、地域の実情に応じ」「必要
な措置を講ずるように努めなければならない」とされており、国は
相談支援窓口の設置や若者のキャリア形成支援といった若者サ
ポートステーションの基本的な事項を行い、県は心理相談等の支
援を行うものであり、窓口の設置やキャリア形成支援といった基
本的な事項を受託した同団体に委託することが効果的・効率的で
あるため。（地方自治法施行令第167の2第1項第2号該当）

就業支援係 092-643-3592

労働政策課

令和５年度若者自立支援
事業（福岡若者サポートス
テーション及び筑後若者サ
ポートステーション事業）業
務委託契約

令和5年4月1日
特定非営利活動法人
ＪＡＣＦＡ

福岡市東区箱崎5丁目
11番7-306号

20,160,240円

　当事業は、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づき、学
校を卒業・中退後、あるいは仕事を辞めた後、長期間にわたって
職に就かず悩んでいる方への職業的自立に向けた支援を国と連
携して実施するものである。
　国と県の役割については、同法第２３条において、国は「施設の
整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない」
とされ、同法第２４条において、地方公共団体は「前条の国の措
置と相まって、地域の実情に応じ」「必要な措置を講ずるように努
めなければならない」とされており、国は相談支援窓口の設置や
若者のキャリア形成支援といった若者サポートステーションの基
本的な事項を行い、県は心理相談等の支援を行うものであり、窓
口の設置やキャリア形成支援といった基本的な事項を受託した同
団体に委託することが効果的・効率的であるため。（地方自治法
施行令第167の2第1項第2号該当）

就業支援係 092-643-3592
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

労働政策課

令和５年度若者自立支援
事業（就職氷河期世代支
援分）（福岡若者サポート
ステーション及び筑後若者
サポートステーション事業）
業務委託契約

令和5年4月1日
特定非営利活動法人
ＪＡＣＦＡ

福岡市東区箱崎5丁目
11番7-306号

3,250,524円

　当事業は、青少年の雇用の促進等に関する法律に基づき、学
校を卒業・中退後、あるいは仕事を辞めた後、長期間にわたって
職に就かず悩んでいる方への職業的自立に向けた支援を国と連
携して実施するものである。国と県の役割については、同法第２３
条において、国は「施設の整備その他の必要な措置を講ずるよう
に努めなければならない」とされ、同法第２４条において、地方公
共団体は「前条の国の措置と相まって、地域の実情に応じ」「必要
な措置を講ずるように努めなければならない」とされており、国は
相談支援窓口の設置や若者のキャリア形成支援といった若者サ
ポートステーションの基本的な事項を行い、県は心理相談等の支
援を行うものであり、窓口の設置やキャリア形成支援といった基
本的な事項を受託した同団体に委託することが効果的・効率的で
あるため。（地方自治法施行令第167の2第1項第2号該当）

就業支援係 092-643-3592

労働政策課
令和５年度福岡県ウェブイ
ンターンシップ事業委託契
約

令和5年4月1日
株式会社カウテレビ
ジョン

福岡市中央区天神３丁
目４番５号ピエトロビル８
階

22,186,588円

　本業務は、ノウハウ・実績等の実施体制が確保され業務計画に
工夫のある事業者を選定する必要があり、福岡県内での企業支
援やインターンシップのノウハウ及び令和４年度業務の運営実績
を考慮した結果、株式会社カウテレビジョン（共同提案者　一般社
団法人福岡県中小企業経営者協会連合会）を委託事業者として
選定した。
（地方自治法施行令第167の2第1項第2号該当）

就業支援係 092-643-3592

労働政策課
令和５年度福岡県移住・就
業マッチングサイト管理・運
営業務契約

令和5年4月1日
株式会社アソウ・
ヒューマニーセンター

福岡市中央区天神2丁
目8番41号

11,974,999円

　当事業は、東京圏等の移住希望者に対し移住支援金の対象と
なる求人情報を提供するマッチングサイトを運営し、また企業に対
する効果的な求人広告の作成支援を行うことで、東京圏からの人
材還流及び県内企業の人手不足対策を実施するものであり、サ
イトの管理・運営業務に加え、サイトに掲載する求人の開拓や求
人票作成に当たっての助言等を実施する体制が確保され、事業
計画に工夫のある事業者の選定が必要な事業である。当該事業
者は、令和４年度事業に企画提案公募（プロポーザル方式）で選
定された事業者であり、就職支援業務の実績もあることから、本
業務を適切に実施できる能力を兼ね備えているため当該事業者
と契約するもの。（地方自治法施行令第167の2第1項第2号該当）

就業支援係 092-643-3592

労働政策課
令和５年度福岡県人材不
足分野雇用促進事業委託
契約

令和5年4月1日
株式会社アソウ・
ヒューマニーセンター

福岡市中央区天神2丁
目8番41号

131,228,772.円

　当事業は、新型コロナウイルス感染症の影響による離職者等の
早期再就職及び人材不足分野の県内企業における人材確保に
向け、紹介予定派遣制度を活用した求職者への就業に向けた支
援及び求職者と企業とのマッチングや伴走支援等を実施し、正社
員就職・雇用の実現を図ることができるよう、紹介予定派遣事業
に関する技術や経験が必要なものである。当該事業者は、令和４
年度事業に企画提案公募（プロポーザル方式）で選定された事業
者であり、紹介予定派遣事業の実績もあることから、本業務を適
切に実施できる能力を兼ね備えているため当該事業者と契約す
るもの。（地方自治法施行令第167の2第1項第2号該当）

就業支援係 092-643-3592
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

労働政策課

令和５年度福岡県中高年
就職支援センター事業総
括・コーディネート等業務委
託契約

令和5年4月1日
公益社団法人福岡県
雇用対策協会

福岡市中央区天神1丁
目4番2号

12,834,800.円

　本事業を的確に運営するためには、地域の経済・雇用情勢、雇
用・人材育成等の施策に関する専門的知見及び企業や関係行政
機関と円滑に連携・協力ができるネットワークを有し、かつ、本県
をはじめ国などの行政機関、県内経済団体等と連携して、各種雇
用施策を展開できることが必要であり、これらを実施可能な団体
は本協会のみであるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号該当）

就業支援係 092-643-3592

新雇用開発
課

令和５年度福岡県生涯現
役チャレンジセンター事業
業務

令和5年4月1日
公益社団法人福岡県
雇用対策協会

福岡市中央区天神１丁
目４番２号

70,587,653円

　　本業務は、県が設置する福岡県生涯現役チャレンジセンター
事業全体の事業進捗管理、７０歳以上まで働ける企業の開拓、各
種セミナーの開催による意識改革を行うものであり、実施にあ
たっては、ハローワークや市町村、経済団体と連携を図りながら、
効率的かつ総合的に実施していくことが必要である。本協会は、
中小企業を始めとする産業界に必要な労働者の確保及び勤労意
欲のある方への就労支援を目的として地元経済界が中心となっ
て設立した組織で、これまで幅広い年代層の就職支援を行ってお
り、幅広い実績とノウハウを有し、会員企業や、ハローワーク等就
業支援機関とのネットワークを持っており、業務を適切に実施でき
る能力を兼ね備えているため。（地方自治法施行令第167条の2
第1項第2号該当）

企画開発係 092-643-3593

新雇用開発
課

福岡県生涯現役チャレンジ
センターマッチング支援シ
ステム及びホームページ運
用保守業務

令和5年4月1日 株式会社QTmedia
福岡市中央区天神１丁
目４番２号

830,500円

　当該システム及びホームページの運用保守等については、構築
した内部の仕様に精通しなければならず、円滑な業務遂行やコス
トの削減等の観点から他の事業者がこれらの業務を行うことは技
術的に困難であるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第
2号該当）

企画開発係 092-643-3593

新雇用開発
課

令和５年度福岡県生涯現
役チャレンジセンター事業
（就業・社会参加支援事
業）業務

令和5年4月1日 株式会社ACR
福岡市中央区渡辺通４
丁目１０－１０

68,102,265円

　当該事業者は、令和３年度本契約において企画提案方式により
選定された者であり、令和３年度、４年度と業務を誠実かつ確実
に履行した実績を持つことから、本年度においても業務を適切に
遂行できると見込まれる。また、令和５年度の本契約の業務内容
は、業務の大部分において令和３年度と同じである。以上のこと
から、本契約の目的を効果的・効率的に実施できると見込まれる
ため、引き続き令和５年度事業を委託するもの。（地方自治法施
行令第167条の2第1項第2号該当）

企画開発係 092-643-3593

新雇用開発
課

労働者協同組合法の概
要・取組事例等を学べるセ
ミナー等の実施業務

令和5年4月3日
労働者協同組合ワー
カーズコープ・セン
ター事業団福岡支部

福岡市博多区堅粕４丁
目２４－１４

2,310,000円

　当該法人は、労働者協同組合法で設立できる労働者協同組合
の基本原理「協同労働」を法制化前から実践、同法の法制化に関
わり、学習会等も開催している。同法を熟知し、本業務を円滑か
つ効果的に実施ができる事業者は他にないため。（地方自治法
施行令第167条の2第1項第2号該当）

企画開発係 092-643-3593

新雇用開発
課

令和５年度テレワーク就業
推進業務

令和5年4月3日
九州地理情報株式会
社

福岡市東区青葉２丁目
３０－１

9,559,000円

　当該事業者は、令和４年度本契約において企画提案方式により
選定された者であり、業務を誠実かつ確実に履行した実績を持つ
ことから、本年度においても業務を適切に遂行できると見込まれ
る。また、令和５年度の本契約の業務内容は、業務の大部分にお
いて令和４年度と同じである。以上のことから、本契約の目的を効
果的・効率的に実施できると見込まれるため、引き続き令和５年
度事業を委託するもの。（地方自治法施行令第167条の2第1項第
2号該当）

企画開発係 092-643-3593
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新雇用開発
課

令和５年度福岡県子育て
女性就職支援センター事
業業務

令和5年4月1日
マンパワーグループ
株式会社

東京都港区芝浦三丁目
１番１号田町ステーショ
ンタワーＮ３０階

63,211,033円

　本業務は、子育て中の女性等の就職促進のため、「福岡県子育
て女性就職支援センター」の運営を行うものであり、求職者に対
する助言指導や求人企業との良好な関係の構築を含め、就職支
援に係る専門的なノウハウや創意工夫が必要である。
　本事業者は、令和３年３月に実施した本業務の企画提案公募の
結果選定された事業者であり、令和３年度から受託している。
　人材サービスとして実施している職業紹介事業、再就職支援で
は幅広い実績とノウハウを有し、本業務における求人開拓や、相
談業務等において着実に実績を伸ばしており、今後も切れ目ない
就職支援と業務を適切に実施できる能力を兼ね備えているため。
（地方自治法施行令第167 条の2第1項第2号該当）

雇用均等・
両立係

092-643-3586

新雇用開発
課

子育て女性就職支援セン
ターホームページ運用保守
業務委託契約

令和5年4月1日 株式会社BCC
福岡市中央区六本松2-
12-19

3,443,000円

本システムを構築した（株）BCCでなければ、ホームページのシス
テムを一から分析把握する必要があり、運用までに相当な日数と
経費がかかるため、予算内での迅速な事業実施は困難であるた
め。（地方自治法施行令第167 条の2第1項第2号該当）

雇用均等・
両立係

092-643-3586

新雇用開発
課

テレワークによる障がい者
雇用促進のためのテレ
ワーカー育成事業業務委
託契約

令和5年4月1日
九州地理情報株式会
社

福岡市東区青葉2-30-1 12,925,000円

　事業の実施にはテレワークによる障がい者雇用の知見を有して
いることとあわせて、多様な障がいに対するノウハウが必要であ
る。
本事業者は、企業の社会的責任である「障がい者雇用」の促進を
目的として活動している事業者であり、令和２年度から同事業を
受託している。また、株式会社ワールドホールディングス（本社：
福岡県）のIT系の特例子会社であり、これまで多くの障がいのあ
る人を雇用した実績がある。さらに、主力業務として障がいのある
人を対象としたIT教育、ビジネスマナーに関する事業も実施して
いる。以上のことから、本業務を最も円滑かつ効果的に実施がで
きる事業者は他にない。　よって、当該業者を選定するもの。（地
方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

障がい者雇
用係

092-643-3594

新雇用開発
課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（北九州障害者就業・生活
支援センター）

令和5年4月1日
社会福祉法人北九州
市手をつなぐ育成会

北九州市戸畑区沖台2-
4-8

9,105,000円

本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、社会福
祉法人北九州市手をつなぐ育成会が北九州障害者就業・生活支
援センターの指定法人であるため。（地方自治法施行令第167条
の2第1項第2号該当）

障がい者雇
用係

092-643-3594

新雇用開発
課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（障害者就業・生活支援セ
ンター「デュナミス」）

令和5年4月1日
社会福祉法人上横山
福祉会

八女市馬場6-1 5,300,000円

本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、社会福
祉法人上横山福祉会が障害者就業・生活支援センター「デュナミ
ス」の指定法人であるため。（地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号該当）

障がい者雇
用係

092-643-3594

新雇用開発
課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（福岡県央障害者就業・生
活支援センター）

令和5年4月1日
社会福祉法人鞍手ゆ
たか福祉会

鞍手郡鞍手町新延298-
2

5,300,000円

本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、社会福
祉法人鞍手ゆたか福祉会が福岡県央障害者就業・生活支援セン
ターの指定法人であるため。（地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号該当）

障がい者雇
用係

092-643-3594
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新雇用開発
課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（障害者就業・生活支援セ
ンター野の花）

令和5年4月1日
社会福祉法人野の花
学園

福岡市中央区天神3-
14-31

5,300,000円

本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、社会福
祉法人野の花学園が障害者就業・生活支援センター野の花の指
定法人であるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
該当）

障がい者雇
用係

092-643-3594

新雇用開発
課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（障害者就業・生活支援セ
ンターちくぜん）

令和5年4月1日
社会福祉法人野の花
学園

福岡市中央区天神3-
14-31

5,300,000円

本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、社会福
祉法人野の花学園が障害者就業・生活支援センターちくぜんの
指定法人であるため。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当

障がい者雇
用係

092-643-3594

新雇用開発
課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（障害者就業・生活支援セ
ンターちくし）

令和5年4月1日
社会福祉法人野の花
学園

福岡市中央区天神3-
14-31

5,300,000円

本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、社会福
祉法人野の花学園が障害者就業・生活支援センターちくしの指定
法人であるため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

障がい者雇
用係

092-643-3594

新雇用開発
課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（障害者就業・生活支援セ
ンターじゃんぷ）

令和5年4月1日 社会福祉法人豊徳会 田川郡福智町伊方638 5,300,000円

本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、社会福
祉法人豊徳会が障害者就業・生活支援センターじゃんぷの指定
法人であるため。（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該
当）

障がい者雇
用係

092-643-3594

新雇用開発
課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（障害者就業・生活支援セ
ンターほっとかん）

令和5年4月1日
特定非営利活動法人
大牟田市障害者協議
会

大牟田市新栄町16-11-
1

5,300,000円

本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、特定非
営利活動法人大牟田市障害者協議会が障害者就業・生活支援
センターほっとかんの指定法人であるため。（地方自治法施行令
第167条の2第1項第2号該当）

障がい者雇
用係

092-643-3594

新雇用開発
課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（障害者就業・生活支援セ
ンターちどり）

令和5年4月1日
社会福祉法人福岡コ
ロニー

糟屋郡新宮町緑ヶ浜1-
11-1

9,105,000円

本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、社会福
祉法人福岡コロニーが障害者就業・生活支援センターちどりの指
定法人であるため。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当

障がい者雇
用係

092-643-3594

新雇用開発
課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（障害者就業・生活支援セ
ンターはまゆう）

令和5年4月1日
社会福祉法人さつき
会

宗像市自由ヶ丘南3-32 5,300,000円

本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、社会福
祉法人さつき会が障害者就業・生活支援センターはまゆうの指定
法人であるため。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当

障がい者雇
用係

092-643-3594
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新雇用開発
課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（障害者就業・生活支援セ
ンターぽるて）

令和5年4月1日
特定非営利活動法人
久障支援運営委員会

久留米市合川町1490-8 9,105,000円

本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、特定非
営利活動法人久障支援運営委員会が障害者就業・生活支援セン
ターぽるての指定法人であるため。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当

障がい者雇
用係

092-643-3594

新雇用開発
課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（障害者就業・生活支援セ
ンターBASARA）

令和5年4月1日
特定非営利活動法人
嘉飯山ネットBASARA

飯塚市吉原町6-1 9,105,000円

本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、特定非
営利活動法人嘉飯山ネットBASARAが障害者就業・生活支援セ
ンターBASARAの指定法人であるため。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当

障がい者雇
用係

092-643-3594

新雇用開発
課

福岡県障害者就業・生活
支援センター事業（生活支
援等事業）委託契約
（障害者就業・生活支援セ
ンターエール）

令和5年4月1日
社会福祉法人みぎわ
会

行橋市南泉3-1-5 5,300,000円

本事業は、障害者の雇用の促進等に関する法律第２７条第１項
の規定に基づき、福岡県知事が「障害者就業・生活支援セン
ター」として指定した法人に委託して実施するものであり、社会福
祉法人みぎわ会が障害者就業・生活支援センターエールの指定
法人であるため。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号該当

障がい者雇
用係

092-643-3594

人権・同和
対策局
調整課

令和５年度福岡県人権啓
発情報センター業務委託
契約

令和5年4月1日
公益財団法人福岡県
人権啓発情報セン
ター

春日市原町３丁目１－７ 67,199,000円

当該法人は、同和問題をはじめとする人権問題に係る啓発活動
を推進し、差別のない社会の確立に寄与することを目的に設立さ
れた公益法人であり、契約業務の主な内容である法務省地方委
託事業について、市町村以外の再委託先として同省の承認を受
けているため。（地方自治法施行令第167条の2第１項第2号該
当）

管理係 092-643-3324

人権・同和
対策局調整
課

隣保館人権課題把握調査
に係る報告書作成業務委
託

令和5年9月21日
公益社団法人福岡県
人権研究所

福岡市博多区吉塚本町
13-50

1,012,000円

福岡県人権研究所は、公益社団法人の認定を受けており、特に
公益性を有する団体である。当研究所は、本課で実施している講
師団派遣事業の講師が在籍し、本県で実施している人権・同和問
題に対する取組にも精通していることから、本県の人権・同和問
題の分析に対し、高い専門性を有している。また、当研究所は、
本業務だけに留まらず、その結果を踏まえた当課事業の改善・充
実に関して、専門的な見地から的確な助言等を仰ぐことが可能と
なる。県内において当研究所以外に受託可能な者はないため、
選定するもの。（地方自治法施行令第167 条の2第1項第16号該
当）

管理係 092-643-3324

こども療育
センター新
光園

県立こども療育センター新
光園電子カルテ保守管理
業務委託契約

令和5年10月12日 株式会社オプテージ
大阪市中央区城見2丁
目1番5号　オプテージビ
ル

4,601,520

本システムは株式会社オプテージが開発したシステムであり、シ
ステムの構造に公開されない独自設定があることから、株式会社
オプテージのみ保守業務が可能なため。（地方自治法施行令第
167 条の2第1項第2号該当）

経営管理課 092-962-2231
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所属 契約の名称 契約締結年月日 契約の相手方の名称 契約の相手方の所在地
契約金額
（税込み）

業者選定の理由および根拠法令 係（班）名等 電話番号

特命随意契約公表一覧表

福岡高等技
術専門校

職業訓練の委託に関する
契約（単価契約）

令和5年6月1日
一般社団法人日本造
園組合連合会福岡県
支部

福岡市博多区吉塚本町
１３－５０

訓練受講者1人当
たりの月額単価

66,000円

　一般社団法人日本造園組合連合会福岡県支部は、全国の造
園業者が集う造園緑化団体として国家資格の取得支援、技術技
能講習会の企画支援等を行う公益性のある一般社団法人であ
り、連合会の統一的な指導のもとで訓練生の指導においても平衡
性を確保することが可能である。また、これまでも公共職業訓練
を行っており、洗練された訓練内容と豊富な講師陣を確保でき、
就職先としての実績もある。同組合以外の事業者では、定員２０
名の訓練生の受入現場と指導員を確保し、訓練水準を維持・運
用することは極めて困難であり、他に訓練の目標を達成できる者
はいないため。
（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当）

庶務課 092-681-0261
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